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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの骨の間にインプラントを挿入する手術器具であって、該手術器具は、
　ホルダ部材と、
　近位端、遠位端、およびその間に延在する中心孔を有する筐体部材であって、該筐体部
材の該近位端は、該ホルダ部材の遠位端に固定される、筐体部材と、
　該筐体部材および該ホルダ部材と動作可能に関連付けられるインプラント保持機構であ
って、該インプラント保持機構は、係合部材と、管部材と、ノブとを備え、該管部材は、
近位端と、遠位端と、該管部材の該近位端と遠位端との間に延在する開口部とを有し、該
係合部材は、該管部材の該遠位端に連結され、該インプラント保持機構の該ノブは、該管
部材の該近位端に連結され、該筐体部材の該遠位端は、該係合部材を受容するように構成
され、該係合部材は、該インプラント保持機構の該ノブが作動させられると、該筐体部材
の該遠位端に対して近位に移動し、該インプラント保持機構は、該筐体部材に対して作動
させられると、該２つの骨の間に挿入するために、該インプラントに押圧係合し、該イン
プラントを保持する、インプラント保持機構と、
　該インプラントの全体的長さを調整する長さ制御機構であって、該長さ制御機構は、ノ
ブと、棒部材と、歯付き部材とを備え、該棒部材は、近位端と遠位端とを備え、該長さ制
御機構の該ノブは、該棒部材の該近位端に連結され、該歯付き部材は、該棒部材の該遠位
端に固定され、該歯付き部材は、該棒部材の該遠位端から延在する複数の歯を備え、該複
数の歯は、該長さ制御機構が該管部材の該開口部の中に挿入されると、該筐体部材の該遠
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位端を越えて遠位に突出する、長さ制御機構と、
　該インプラントの該全体的長さを固定する係止機構と
　を備え、
　該係合部材は、穴を有する基部と、該基部から延在する一対のアームと、該穴と同一線
上にあるチャネルであって、該基部および該一対のアームによって画定されるチャネルと
を備え、該一対のアームは、該係合部材が該筐体部材の該遠位端に対して移動させられる
と、内向きおよび外向きに屈曲するように構成され、
　該係止機構は、ノブと、近位端および遠位端を有する棒部材とを備え、該係止機構の該
ノブは、該棒部材の該近位端に連結され、該係止機構の遠位端は、係止デバイスを着脱可
能に連結するように構成され、該係止デバイスは、該インプラントの中に挿入され、該イ
ンプラントの該全体的長さを固定するようにサイズ設定および構成される、手術器具。
【請求項２】
　前記係止機構は、前記管部材の前記開口部の中に挿入されるように構成され、動作位置
にあるときに、該係止機構のノブは、前記インプラント保持機構の前記ノブに近接し、該
係止機構の遠位端は、前記係合部材の前記チャネルの中へ延在する、請求項１に記載の手
術器具。
【請求項３】
　前記管部材の前記開口部は、前記インプラント保持機構の中への挿入後に、前記係止機
構の回転および並進を促進するようにサイズ設定される、請求項１に記載の手術器具。
【請求項４】
　前記係止デバイスは、係止ピン、係止螺子、およびダボのうちの少なくとも１つである
、請求項１に記載の手術器具。
【請求項５】
　インプラントを挿入するための手術器具であって、該手術器具は、
　ハンドルと、
　近位端、遠位端、およびその間に延在する中心孔を有する筐体部材であって、該筐体部
材の該近位端は、該ハンドルの遠位端に固定される、筐体部材と、
　該筐体部材および該ハンドルと動作可能に関連付けられるインプラント保持機構であっ
て、該インプラント保持機構は、係合部材と、管部材と、ノブとを備え、該管部材は、近
位端と、遠位端と、該管部材の該近位端と遠位端との間に延在する開口部とを有し、該係
合部材は、該管部材の該遠位端に連結され、該インプラント保持機構の該ノブは、該管部
材の該近位端に連結され、該筐体部材の該遠位端は、該係合部材を受容するように構成さ
れ、該係合部材は、該インプラント保持機構の該ノブが作動させられると、該筐体部材の
該遠位端に対して近位に移動し、該インプラント保持機構は、該筐体部材に対して作動さ
せられると、該インプラントに押圧係合し、該インプラントを保持する、インプラント保
持機構と、
　該インプラントの全体的長さを調整する長さ制御機構であって、該長さ制御機構は、ノ
ブと、棒部材と、歯付き部材とを備え、該棒部材は、近位端と遠位端とを備え、該長さ制
御機構の該ノブは、該棒部材の該近位端に連結され、該歯付き部材は、該棒部材の該遠位
端に固定され、該歯付き部材は、該棒部材の該遠位端から延在する複数の歯を備え、該複
数の歯は、該長さ制御機構が該管部材の該開口部の中に挿入されると、該筐体部材の該遠
位端を越えて遠位に突出する、長さ制御機構と、
　該インプラントの全体的長さを固定する係止機構であって、該係止機構は、ノブと、近
位端および遠位端を有する棒部材とを備え、該係止機構の該ノブは、該棒部材の該近位端
に連結されるように構成され、該係止機構の遠位端は、係止デバイスを着脱可能に連結す
るように構成され、該係止デバイスは、２つの骨の間に配置された後に、該インプラント
の該全体的長さの中に挿入され、該インプラントの該全体的長さを固定するようにサイズ
設定および構成される、係止機構と
　を備える、手術器具。
【請求項６】
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　前記係合部材は、穴を有する基部要素と、該基部要素から延在する一対のアームと、該
穴と同一線上にあるチャネルであって、該基部要素および該一対のアームによって画定さ
れるチャネルとを備え、該一対のアームは、該係合部材が前記筐体部材の前記遠位端に対
して移動させられると、内向きおよび外向きに屈曲するように構成される、請求項５に記
載の手術器具。
【請求項７】
　前記一対のアームの各々は、遠位表面をさらに備え、各遠位表面は、前記インプラント
保持機構の作動後に、前記インプラント上に配置された対応する構造に係合して該インプ
ラントを保持するように構成される、請求項６に記載の手術器具。
【請求項８】
　前記筐体部材の前記遠位端の内面は、前記係合部材が該筐体部材に対して近位方向に作
動させられると、該係合部材の前記一対のアームに押圧係合し、内向きの方向に該一対の
アームを屈曲するように構成される、請求項６に記載の手術器具。
【請求項９】
　前記管部材は、回転防止部分をさらに備え、前記ハンドルは、該回転防止部分を受容し
、前記インプラント保持機構の前記ノブの作動時に該ハンドルおよび筐体部材の中の該管
部材の回転を阻止するように構成される少なくとも１つの穴を含む、請求項５に記載の手
術器具。
【請求項１０】
　前記筐体部材の前記中心孔は、前記インプラント保持機構の前記管部材を受容するよう
にサイズ設定される、請求項５に記載の手術器具。
【請求項１１】
　前記歯付き部材は、前記インプラント内の長さ調整アセンブリと噛合するように構成さ
れ、該歯付き部材が、該インプラント内の該長さ調整アセンブリの中に挿入されて、回転
させられると、該インプラントの前記全体的長さは、変化させられる、請求項５に記載の
手術器具。
【請求項１２】
　前記長さ制御機構が前記管部材の前記開口部の中に挿入されると、該長さ制御機構の前
記ノブは、前記インプラント保持機構の前記ノブに近接し、前記歯付き部材は、前記係合
部材の前記チャネルの中に延在する、請求項６に記載の手術器具。
【請求項１３】
　前記管部材の前記開口部は、前記インプラント保持機構の中への挿入後に、前記長さ制
御機構の回転および並進を促進するようにサイズ設定される、請求項１２に記載の手術器
具。
【請求項１４】
　前記係止デバイスは、係止ピン、係止螺子、およびダボのうちの少なくとも１つである
、請求項５に記載の手術器具。
【請求項１５】
　前記係止機構は、前記管部材の前記開口部の中に挿入されるように構成され、動作位置
にあるときに、該係止機構の前記ノブは、前記インプラント保持機構の前記ノブに近接し
、該係止機構の前記遠位端は、前記係合部材の前記チャネルの中へ延在する、請求項６に
記載の手術器具。
【請求項１６】
　前記管部材の前記開口部は、前記インプラント保持機構の中への挿入後に、前記係止機
構の回転および並進を促進するようにサイズ設定される、請求項１５に記載の手術器具。
【請求項１７】
　前記長さ制御機構の前記棒部材は、均質の中実シャフトを含む、請求項５に記載の手術
器具。
【請求項１８】
　骨間隔設置キットであって、該キットは、
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　２つの骨の間に配置するためのインプラントと、
　手術器具と
　を備え、
　該手術器具は、
　ハンドルと、
　近位端、遠位端、およびその間に延在する中心孔を有する筐体部材であって、該筐体部
材の該近位端は、該ハンドルの遠位端に固定される、筐体部材と、
　該筐体部材および該ハンドルと動作可能に関連付けられるインプラント保持機構であっ
て、該インプラント保持機構は、係合部材と、管部材と、ノブとを備え、該管部材は、近
位端と、遠位端と、該管部材の該近位端と遠位端との間に延在する開口部とを有し、該係
合部材は、該管部材の該遠位端に連結され、該インプラント保持機構の該ノブは、該管部
材の該近位端に連結され、該筐体部材の該遠位端は、該係合部材を受容するように構成さ
れ、該係合部材は、該インプラント保持機構の該ノブが作動させられると、該筐体部材の
該遠位端に対して近位に移動し、インプラント保持アセンブリは、該筐体部材に対して作
動させられると、該インプラントに押圧係合する、インプラント保持機構と、
　該インプラントの全体的長さを調整する長さ制御機構であって、該長さ制御機構は、ノ
ブと、棒部材と、歯付き部材とを備え、該棒部材は、近位端と遠位端とを備え、該長さ制
御機構の該ノブは、該棒部材の該近位端に連結され、該歯付き部材は、該棒部材の該遠位
端に固定され、該歯付き部材は、該棒部材の該遠位端から延在する複数の歯を備え、該複
数の歯は、該長さ制御機構が該管部材の該開口部の中に挿入されると、該筐体部材の該遠
位端を越えて遠位に突出する、長さ制御機構と、
　該インプラントの該全体的長さを固定する係止機構であって、該係止機構は、ノブと、
近位端および遠位端を有する棒部材とを備え、該係止機構の該ノブは、該棒部材の該近位
端に連結され、該係止機構の遠位端は、係止デバイスを着脱可能に連結するように構成さ
れ、該係止デバイスは、該インプラントの該全体的長さの中に挿入され、該インプラント
の該全体的長さを固定するようにサイズ設定および構成される、係止機構と
　を備える、キット。
【請求項１９】
　前記長さ制御機構の前記棒部材は、均質の中実シャフトを含む、請求項１８に記載の骨
間隔設置キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（技術分野）
　本発明は、概して、手術器具類および技法に関し、より具体的には、排他的ではないが
、２つの硬い組織構造の間にデバイスを埋め込むために使用される挿入器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　骨構造の一体構造、またはより具体的には個々の脊柱内の椎体に影響を及ぼす損傷また
は疾患は、周辺組織への起こり得る永久的損傷を有する構造的神経障害につながる場合が
ある。骨構造または脊柱内で適正な解剖学的間隔を維持することは、周辺組織の継続的機
能性、したがって、脊柱、脊髄、および神経根に関して、長期の重篤な神経障害の回避を
確実にするために重要である。
【０００３】
　一般的には、スペーサ型のインプラント、またはより具体的には、隣接椎体間の設定距
離を維持するために使用される脊椎インプラントは、固定された全体的長さでしか利用可
能ではなく、多重挿入器具類を使用することなく拡張または湾曲の程度を調整する能力を
伴わずに埋め込まれる。外科的切開のサイズを制限し、手術技法を促進し、結果として生
じる患者の死亡率を減少させながら、原位置にある間、外科医がインプラントを操作し、
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調整することを可能にする、スペーサ型のインプラントを埋め込むために使用される多機
能手術器具の必要性が残っている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、例えば、以下を提供する：
（項目１）
　２つの骨の間にインプラントを挿入する手術器具であって、該手術器具は、
　ホルダ部材と、
　第１の端、第２の端、およびその間に延在する中心孔を有する筐体部材であって、該筐
体部材の該第１の端は、該ホルダ部材に固定され、該筐体部材の該第２の端は、係合部材
を受容するように構成される、筐体部材と、
　該筐体部材および該ホルダ部材と動作可能に関連付けられるインプラント保持機構であ
って、該インプラント保持機構は、該筐体部材に対して作動させられると、該２つの骨の
間に挿入するために、該インプラントに押圧係合し、それを保持する、インプラント保持
機構と
　を備える、器具。
（項目２）
　前記インプラント保持機構は、前記係合部材と、管部材と、ノブとを備え、該管部材は
、近位端と、遠位端と、該近位端と遠位端との間に延在する開口部とを有し、該係合部材
は、該遠位端に連結され、該ノブは、該近位端に連結され、該係合部材は、該ノブが作動
させられると、前記筐体部材の前記第２の端に対して移動する、項目１に記載の手術器具
。
（項目３）
　前記係合部材は、穴を有する基部と、該基部から延在する一対のアームと、該穴と同一
線上にあるチャネルであって、該基部および該一対のアームによって画定されるチャネル
とをさらに備え、該一対のアームは、該係合部材が前記筐体部材の第２の端に対して移動
させられると、内向きおよび外向きに屈曲するように構成される、項目２に記載の手術器
具。
（項目４）
　前記一対のアームの各々は、遠位表面をさらに備え、各遠位表面は、前記インプラント
保持機構の作動後に、該インプラント上に配置された対応する構造に係合して該インプラ
ントを保持するように構成される、項目３に記載の手術器具。
（項目５）
　前記筐体部材の前記第２の端の内面は、前記係合部材が該筐体部材に対して近位方向に
作動させられると、該係合部材の前記一対のアームに押圧係合し、内向きの方向に該一対
のアームを屈曲するように構成される、項目３に記載の手術器具。
（項目６）
　前記管部材は、回転防止部分をさらに備え、前記ホルダ部材は、該回転防止部分を受容
し、前記ノブの作動時に該ホルダ部材および筐体部材の中の該管部材の回転を阻止するよ
うに構成される少なくとも１つの穴を含む、項目２に記載の手術器具。
（項目７）
　前記筐体部材の前記中心孔は、前記インプラント保持機構の前記管部材を受容するよう
にサイズ設定される、項目２に記載の手術器具。
（項目８）
　前記インプラントの全体的長さを調整する長さ制御機構をさらに備える、項目１に記載
の手術器具。
（項目９）
　前記長さ制御機構は、ノブと、近位端および遠位端を有する棒部材と、歯付き部材とを
備え、該歯付き部材は、該棒部材の該遠位端に固定され、該ノブは、該棒部材の該近位端
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に連結される、項目８に記載の手術器具。
（項目１０）
　前記歯付き部材は、前記インプラント内の長さ調整アセンブリと噛合するように構成さ
れ、該歯付き部材が、該インプラント内の該長さ調整アセンブリに挿入されて、回転させ
られると、該インプラントの前記全体的長さは、変化させられる、項目９に記載の手術器
具。
（項目１１）
　前記長さ制御機構は、前記管部材の前記開口部の中に挿入されるように構成され、動作
位置にあるときに、該長さ制御機構の前記ノブは、前記インプラント保持機構の前記ノブ
に近接し、前記歯付き部材は、前記係合部材の前記チャネルの中に延在する、項目８に記
載の手術器具。
（項目１２）
　前記管部材の前記開口部は、前記インプラント保持機構の中への挿入後に、前記長さ制
御機構の回転および並進を促進するようにサイズ設定される、項目１１に記載の手術器具
。
（項目１３）
　前記インプラントの前記全体的長さを固定する係止機構をさらに備える、項目１に記載
の手術器具。
（項目１４）
　前記係止機構は、ノブと、近位端および遠位端を有する棒部材とを備え、該ノブは、該
棒部材の該近位端に連結され、該遠位端は、係止デバイスを着脱可能に連結するように構
成され、該係止デバイスは、前記インプラントの中に挿入され、該インプラントの前記全
体的長さを固定するようにサイズ設定および構成される、項目１３に記載の手術器具。
（項目１５）
　前記係止デバイスは、係止ピン、係止螺子、およびダボのうちの少なくとも１つである
、項目１４に記載の手術器具。
（項目１６）
　前記係止機構は、前記管部材の前記開口部の中に挿入されるように構成され、動作位置
にあるときに、該係止機構の前記ノブは、前記インプラント保持機構の前記ノブに近接し
、前記遠位端は、前記係合部材の前記チャネルの中へ延在する、項目１３に記載の手術器
具。
（項目１７）
　前記管部材の前記開口部は、前記インプラント保持機構の中への挿入後に、前記係止機
構の回転および並進を促進するようにサイズ設定される、項目１３に記載の手術器具。
（項目１８）
　手術器具であって、該手術器具は、
　ハンドルと、
　第１の端、第２の端、およびその間に延在する中心孔を有する筐体部材であって、該筐
体部材の該第１の端は、該ハンドルに固定され、該筐体部材の該第２の端は、係合部材を
受容するように構成される、筐体部材と、
　該筐体部材および該ハンドルと動作可能に関連付けられるインプラント保持機構であっ
て、該インプラント保持機構は、該筐体部材に対して作動させられると、該インプラント
に押圧係合し、それを保持する、インプラント保持機構と、
　該インプラントの全体的長さを調整する長さ制御機構であって、該長さ制御機構は、ノ
ブと、近位端および遠位端を有する棒部材と、歯付き部材とを備え、該歯付き部材は、該
棒部材の該インプラントの該遠位端に固定され、該ノブは、該棒部材の該近位端に連結さ
れている、長さ制御機構と、
　ノブと、近位端および遠位端を有する棒部材とを備える、該インプラントの全体的長さ
を固定する係止機構であって、該ノブは、該棒部材の該近位端に連結され、該遠位端は、
係止デバイスを着脱可能に連結するように構成され、該係止デバイスは、２つの骨の間へ
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の配置後に、該インプラントの該全体的長さの中に挿入され、該インプラントの該全体的
長さを固定するようにサイズ設定および構成される、係止機構と
　を備える、手術器具。
（項目１９）
　前記インプラント保持機構は、係合部材と、管部材と、ノブとを備え、該管部材は、近
位端と遠位端との間に延在する開口部とともに、螺子付き近位端および螺子付き遠位端を
有し、該係合部材は、該遠位端に螺合連結され、該ノブは、該近位端に螺合連結され、該
係合部材は、該ノブが回転させられると、前記筐体部材の前記第２の端に対して移動する
ように構成される、項目１８に記載の手術器具。
（項目２０）
　前記係合部材は、穴を有する基部要素と、該基部要素から延在する一対のアームと、該
穴と同一線上にあるチャネルであって、該基部要素および該一対のアームによって画定さ
れるチャネルとをさらに備え、該一対のアームは、該係合部材が前記筐体部材の第２の端
に対して移動させられると、内向きおよび外向きに屈曲するように構成される、項目１９
に記載の手術器具。
（項目２１）
　前記一対のアームの各々は、遠位表面を備え、各遠位表面は、前記インプラント保持機
構の作動後に、該インプラント上に配置された対応する構造に係合して該インプラントを
保持するようにさらに構成される、項目２０に記載の手術器具。
（項目２２）
　前記筐体部材の前記第２の端の内面は、前記係合部材が該筐体部材に対して近位方向に
作動させられると、該係合部材の前記一対のアームに押圧係合し、内向きの方向に該一対
のアームを屈曲するように構成される、項目２０に記載の手術器具。
（項目２３）
　前記管部材は、回転防止部分をさらに備え、前記ハンドルは、該回転防止部分を受容し
、前記ノブが作動させられると該ハンドルおよび前記筐体部材内での該管部材の回転を阻
止するように構成される少なくとも１つの穴を含む、項目１９に記載の手術器具。
（項目２４）
　前記筐体部材の前記中心孔は、前記インプラント保持機構の前記管部材を受容するよう
にサイズ設定される、項目１９に記載の手術器具。
（項目２５）
　前記歯付き部材は、前記インプラント内の長さ調整アセンブリと噛合するように構成さ
れ、該歯付き部材が、該インプラント内の該長さ調整アセンブリに挿入され、回転させら
れると、該インプラントの前記全体的長さは、変化させられる、項目１８に記載の手術器
具。
（項目２６）
　前記長さ制御機構は、前記管部材の前記開口部の中に挿入されるように構成され、動作
位置にあるときに、前記長さ制御機構の前記ノブは、前記インプラント保持機構の前記ノ
ブに近接し、前記歯付き部材は、前記係合部材の前記チャネルの中へ延在する、項目１９
に記載の手術器具。
（項目２７）
　前記管部材の前記開口部は、前記インプラント保持機構の中への挿入後に、前記長さ制
御機構の回転および並進を促進するようにサイズ設定される、項目２６に記載の手術器具
。
（項目２８）
　前記係止デバイスは、係止ピン、係止螺子、およびダボのうちの少なくとも１つである
、項目１８に記載の手術器具。
（項目２９）
　前記係止機構は、前記管部材の前記開口部に挿入されるように構成され、動作位置にあ
るときに、該係止機構の前記ノブは、前記インプラント保持機構の前記ノブに近接し、前
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記遠位端は、前記係合部材の前記チャネルの中に延在する、項目１９に記載の手術器具。
（項目３０）
　前記管部材の前記開口部は、前記インプラント保持機構の中への挿入後に、前記係止機
構の回転および並進を促進するようにサイズ設定される、項目２９に記載の手術器具。
（項目３１）
　２つの骨の間にインプラントを挿入する手術方法であって、該方法は、
　患者の皮膚に開口部を外科的に作成することであって、該開口部は、該２つの骨の場所
に近接している、ことと、
　手術器具を取得することであって、該手術器具は、
　　ハンドルと、
　　第１の端、第２の端、およびその間に延在する中心孔を有する筐体部材であって、該
筐体部材の該第１の端は、該ハンドルに固定され、該筐体部材の該第２の端は、係合部材
を受容するように構成される、筐体部材と、
　　該筐体部材および該ハンドルと動作可能に関連付けられるインプラント保持機構であ
って、該インプラント保持機構は、該筐体部材に対して作動させられると、該インプラン
トに押圧係合し、それを保持する、インプラント保持機構と、
　　ノブと、近位端および遠位端を有する棒部材と、歯付き部材とを備える、該インプラ
ントの全体的長さを調整する長さ制御機構であって、該歯付き部材は、該棒部材の該遠位
端に固定され、該ノブは、該棒部材の該近位端に連結される、長さ制御機構と、
　　ノブと、近位端および遠位端を有する棒部材とを備える、該インプラントの全体的長
さを固定する係止機構であって、該ノブは、該棒部材の該近位端に連結され、該遠位端は
、係止デバイスを着脱可能に連結するように構成され、該係止デバイスは、該インプラン
トの該全体的長さの中に挿入され、該インプラントの該全体的長さを固定するようにサイ
ズ設定および構成される、係止機構と
　を備える、ことと、
　該インプラントを該インプラント保持機構に連結することと、
　該開口部の中に該手術器具および連結したインプラントを挿入することと、
　該２つの骨の間の空間に該インプラントを配置することと、
　該インプラントを該２つの骨に接触させるように、該インプラントの長さを変化させる
ことと、
　該挿入されたインプラントの該長さを固定することと
　を含む、方法。
（項目３２）
　前記インプラントを連結することは、該インプラントを前記係合部材と押圧係合させる
ように、該インプラント保持機構を作動させることをさらに含む、項目３１に記載の方法
。
（項目３３）
　前記インプラントの長さを変化させることは、該インプラント内の長さ調整アセンブリ
に前記歯付き部材を挿入することと、該歯付き部材を回転させるように前記長さ制御機構
を作動させることとをさらに含む、項目３１に記載の方法。
（項目３４）
　前記挿入されたインプラントの前記全体的長さを固定することは、前記係止機構を採用
することと、該インプラントに前記係止デバイスを挿入し、それにより、該インプラント
の該全体的長さを固定することとをさらに含む、項目３１に記載の方法。
（項目３５）
　骨間隔設置キットであって、該キットは、
　２つの骨の間に配置するためのインプラントと、
　手術器具であって、
　　ハンドルと、
　　第１の端、第２の端、およびその間に延在する中心孔を有する筐体部材であって、該
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筐体部材の該第１の端は、該ハンドルに固定され、該筐体部材の該第２の端は、係合部材
を受容するように構成される、筐体部材と、
　　該筐体部材および該ハンドルと動作可能に関連付けられるインプラント保持機構であ
って、該インプラント保持機構は、該筐体部材に対して作動させられると、該インプラン
トに押圧係合する、インプラント保持機構と、
　　ノブと、近位端および遠位端を有する棒部材と、歯付き部材とを備える、該インプラ
ントの全体的長さを調整する長さ制御機構であって、該歯付き部材は、該棒部材の該遠位
端に固定され、該ノブは、該棒部材の該近位端に連結される、長さ制御機構と、
　　ノブと、近位端および遠位端を有する棒部材とを備える、該インプラントの該全体的
長さを固定する係止機構であって、該ノブは、該棒部材の該近位端に連結され、該遠位端
は、係止デバイスを着脱可能に連結するように構成され、該係止デバイスは、該インプラ
ントの該全体的長さの中に挿入され、該インプラントの該全体的長さを固定するようにサ
イズ設定および構成される、係止機構と
　を備える、手術器具と
　を備える、キット。
　２つの骨の間にデバイスを埋め込むために使用される手術器具類、より具体的には、無
傷の脊柱内に欠落または損傷椎体がある患者の外科的管理で使用するための脊椎インプラ
ントの状態の進歩が望ましい。本発明は、骨スペーサデバイスおよびインプラントを挿入
し、調整するために使用される手術器具の改良の必要性を満たすが、より具体的には、創
傷部位および脊柱の中への挿入後に、執刀医が把持し、長さを変化させ、可変長椎体置換
でバイスを固定することを可能にする、多機能器具を提供することによって、罹患または
損傷椎体を患っている患者に埋め込まれる、椎体スペーサデバイスの改良の必要性を満た
す。
【０００５】
　本発明は、一側面では、ホルダ部材と、第１の端、第２の端、筐体部材の長さに延在す
る中心孔を有する、筐体部材とを含む、２つの骨の間にインプラントを挿入するための手
術器具を提供する。筐体部材の第１の端は、ホルダ部材に取り付けられ、筐体部材の第２
の端は、係合部材を受容するように構成される。手術器具はまた、筐体部材およびホルダ
部材と動作可能に関連付けられる、インプラント保持機構も含む。インプラント保持機構
は、筐体部材に対して作動させられると、２つの骨の間に挿入するために、インプラント
に押圧係合し（ｐｒｅｓｓｉｎｇｌｙ　ｅｎｇａｇｅ)、それを保持する。
【０００６】
　本発明は、別の側面では、ハンドルと、第１の端、第２の端、および第１の端と第２の
端との間に延在する中心孔を有する、筐体部材とを含む、手術器具を提供する。筐体部材
の第１の端は、ハンドルに固定され、筐体部材の第２の端は、係合部材を受容するように
構成される。手術器具はまた、筐体部材およびハンドルと動作可能に関連付けられる、イ
ンプラント保持機構も含む。インプラント保持機構は、筐体部材に対して作動させられる
と、インプラントに押圧係合し、それを保持する。さらに、手術器具には、インプラント
の全体的長さを調整するために使用される、長さ制御機構が含まれる。長さ制御機構は、
ノブと、近位端および遠位端を有する棒部材と、歯付き部材とを有する。歯付き部材は、
棒部材の遠位端に固定され、ノブは、棒部材の近位端に取り付けられる。加えて、手術器
具は、インプラントの全体的長さを固定する係止機構を有する。係止機構は、ノブと、近
位端および遠位端を有する棒部材とを含む。ノブは、棒部材の近位端に連結され、遠位端
は、デバイスを着脱可能に連結するように構成され、係止デバイスは、２つの骨の間に配
置された後に、インプラントの全体的長さの中に挿入され、インプラントの全体的長さを
固定するようにサイズ設定および構成される。
【０００７】
　本発明は、さらに別の側面では、２つの骨の間にインプラントを挿入するための手術方
法を提供する。方法は、概して、開口部が２つの骨の場所に近接する状態で、患者の皮膚
に開口部を外科的に作成するステップを含む。方法はさらに、ハンドルと、第１の端、第
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２の端、および第１の端と第２の端との間に延在する中心孔を含む、筐体部材とを有する
、手術器具を入手するステップを含む。筐体部材の第１の端は、ハンドルに取り付けられ
、筐体部材の第２の端は、係合部材を受容するように構成される。手術器具はまた、筐体
部材およびハンドルと動作可能に関連付けられる、インプラント保持機構も含む。インプ
ラント保持機構は、筐体部材に対して作動させられると、インプラントに押圧係合し、そ
れを定位置で保持する。手術器具はさらに、インプラントの全体的長さを調整するための
長さ制御機構を含む。長さ制御機構は、ノブと、近位端および遠位端を含む棒部材と、歯
付き部材とを有する。歯付き部材は、遠位端に取り付けられ、ノブは、近位端に連結され
る。加えて、手術器具は、インプラントの全体的長さを固定する係止機構を有する。係止
機構は、ノブと、近位端および遠位端を含む棒部材とを含む。ノブは、棒部材の近位端に
連結され、遠位端は、係止デバイスを着脱可能に連結するように構成される。係止デバイ
スは、インプラントに挿入され、インプラントの全体的長さを固定するようにサイズ設定
および構成される。手術方法はまた、インプラントをインプラント保持機構に連結するス
テップも含む。さらなるステップは、外科的開口部に手術器具および連結したインプラン
トを挿入することであってもよい。別の付加的なステップは、２つの骨の間の空間にイン
プラントを配置するステップを含んでもよい。手術方法は通常、インプラントを２つの骨
に接触させるように、インプラントの長さを変化させ、次いで、挿入されたインプラント
の前記長さを固定するというさらなるステップを含む。
【０００８】
　本発明のさらなる側面は、２つの骨の間に配置するためのインプラントと、手術器具と
を含む、骨間隔設置キットを提供する。手術器具は通常、ハンドルと、第１の端、第２の
端、および第１の端と第２の端との間に延在する中心孔を有する、筐体部材とを含む。筐
体部材は、筐体部材の第２の端が係合部材を受容するように構成された状態で、ハンドル
に固定される。手術器具はまた、筐体部材およびハンドルと動作可能に関連付けられる、
インプラント保持機構も含む。インプラント保持機構は、筐体部材に対して作動させられ
ると、インプラントに押圧係合する。手術器具はまた、インプラントの全体的長さを調整
する長さ制御機構も有する。長さ制御機構は、ノブと、近位端および遠位端を有する棒部
材と、歯付き部材とを含む。歯付き部材は、棒部材の遠位端に取り付けられ、ノブは、棒
部材の近位端に連結される。さらに、手術器具は、インプラントの全体的長さを固定する
係止機構を含む。係止機構は、ノブと、近位端および遠位端を含む棒部材とを有する。ノ
ブは、棒部材の近位端に連結され、遠位端は、係止デバイスを着脱可能に連結するように
構成される。係止デバイスは、インプラントに挿入され、インプラントの全体的長さを固
定するようにサイズ設定および構成される。
【０００９】
　さらに、本発明の付加的な特徴、便益、および利点が、図面およびそれに含まれる説明
から明白となるであろう。本発明の他の実施形態および側面は、本明細書で詳細に説明さ
れ、請求された発明の一部と見なされる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本発明と見なされる本主題は、本明細書の終わりの請求項で、具体的に指摘され、明確
に請求される。本発明の前述および他の目的、特徴、および利点は、添付図面と併せて解
釈される、以下の詳細な説明から明白となる。
【図１】図１は、本発明の側面による、多機能手術器具の一実施形態の斜視図である。
【図２】図２は、本発明の側面による、図１の多機能手術器具の上面図である。
【図３】図３は、本発明の側面による、ホルダ部材および筐体部材の中心孔を通して挿入
されるインプラント保持機構を示す、線３-３に沿って得られた図１の多機能手術器具の
水平面断面図である。
【図４】図４は、本発明の側面による、ノブと、棒部材と、棒部材の遠位端に配置された
歯付き部材とを含む、長さ制御機構を示し、長さ制御機構は、インプラント保持機構ノブ
の穴を通して筐体部材の中心孔に挿入されようとしている、図１の多機能手術器具の分解
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斜視図である。
【図５】図５は、本発明の側面による、ノブと、棒部材と、棒部材の遠位端に配置された
係止デバイスとを含む、係止機構を示し、係止機構は、インプラント保持機構ノブの穴を
通して筐体部材の中心孔に挿入されようとしている、図１の多機能手術器具の分解斜視図
である。
【図６】図６は、本発明の側面による、挿入前にインプラントが２つの椎体の間の空間に
隣接して配置されている、図１の多機能手術器具の遠位端に連結された脊椎インプラント
の斜視図である。
【図７】図７は、本発明の側面による、脊椎インプラントの外面上に配置された対応する
構造と整合される、係合部材の一対のアームの２つの遠位表面を示す、図１の多機能手術
器具の遠位端の拡大斜視図である。
【図８】図８は、本発明の側面による、長さ制御機構の歯付き部材が係合部材のチャネル
の中へ、および脊椎インプラントの外面の開口部を通って延在している、ノブの穴を通し
て筐体部材の中心孔に挿入された長さ制御アセンブリを伴って脊椎インプラントに連結さ
れた、図１の多機能手術器具の上面図である。
【図９】図９は、本発明の側面による、インプラント内の長さ調整アセンブリと係合する
ように、チャネルを通って脊椎インプラントの開口部の中へ延在する歯付き部材を示す、
図１の多機能手術器具の筐体部材の第２の端の拡大上面図である。
【図１０】図１０は、本発明の側面による、係止デバイスが棒部材の遠位端に連結され、
チャネルを通って脊椎インプラントの外面の受容穴の中へ延在している、ノブの穴を通し
て筐体部材の中心孔に挿入された係止機構を伴って脊椎インプラントに連結された、図１
の多機能手術器具の上面図である。
【図１１】図１１は、本発明の側面による、チャネルを通って脊椎インプラントの外面の
受容穴の中へ延在する係止デバイスを示す、図１の多機能手術器具の筐体部材の第２の端
の拡大上面図である。
【図１２】図１２は、本発明の側面による、ホルダおよび筐体部材の中心孔に挿入する前
の、ノブと、管部材と、係合部材とを含むインプラント保持機構を示す、図１の多機能手
術器具の分解斜視図である。
【図１３】図１３は、その間の空間を維持するように、２つの隣接する骨の間でインプラ
ントを挿入し、拡張し、係止するための本発明の側面による方法を図示する、フローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　多機能手術器具の原則の理解を推進する目的で、ここで、図面に図示された実施形態ま
たは実施例を参照し、これらを説明するために、特定の用語を使用する。それでもなお、
それにより、本発明の範囲の限定は意図されないことが理解されるであろう。説明した実
施形態、および本明細書で説明されるような本発明の原則の任意のさらなる用途における
、任意の改変およびさらなる修正は、多機能手術器具の発明の当業者に通常思い浮かぶよ
うに検討される。
【００１２】
　この詳細な説明および以下の請求項では、近位、遠位、前方、後方、中央、側方、上方
、および下方という言葉は、手術器具の相対的配置または方向を示す参照用語に従って、
骨、補綴、または手術器具の特定の部分を示すために、それらの標準の用法によって定義
される。例えば、「近位」が、胴に最も近く配置された器具の部分を意味する一方で、「
遠位」は、胴から最も遠い器具の部分を示す。方向を示す用語に関して、「前方」は、身
体の正面に向かった方向であり、「後方」は、身体の背面に向かった方向を意味し、「中
央」は、身体の正中線に向かった方向を意味し、「側方」は、脇腹に向かった、または身
体の正中線から離れた方向であり、「上方」は、上側の方向を意味し、「下方」は、別の
物体または構造よりも下側の方向を意味する。
【００１３】
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　本明細書で使用されるように、「多機能手術器具」、「手術器具」、および「挿入器」
という用語は、同じ種類の手術器具を本質的に表すために、交換可能に使用されてもよい
。さらに、本明細書では、多機能手術器具、および２つの骨の間の空間を維持するために
使用される骨間隔設置キットを使用するための手術方法も説明される。
【００１４】
　概説すると、本明細書では、２つの骨の間の空間にインプラントを挿入する際に使用す
るための手術器具が開示される。例の目的で、多機能手術器具は、脊柱への埋込中に、椎
体置換インプラントを保持し、延長／縮小し、係止するために使用されることが本明細書
で示されている。身体の全体を通した種々の場所で使用するために、他の種類の骨間隔イ
ンプラントが検討されることに留意されたい。多機能手術器具は、概して、ホルダ部材と
、筐体部材と、筐体部材およびホルダ部材を通して挿入されるインプラント保持機構とを
含む。インプラント保持機構はさらに、係合部材と、管部材と、ノブとを含み、係合部材
は、ノブが作動させられると移動し、インプラントを把持するように構成される。手術器
具はさらに、長さ制御機構と、係止機構とを含む。長さ制御機構の遠位端または歯付き部
材は、インプラントの開口部を通して挿入され、対応する内部長さ調整機構に連結して、
インプラントの全体的長さを変化させることを可能にする。手術器具はまた、一般的には
、インプラントの中への係止デバイスの挿入を可能にして、２つの骨の間の空間の中への
挿入後に、インプラントの全体的長さを固定する、係止機構も含む。
【００１５】
　図１を参照すると、ホルダ部材１００と、筐体部材２００と、ノブ３２０、管部材３１
０、および一対のアーム３０３を有する係合部材３０１を含む、インプラント係合機構と
を含む、本発明の側面による代表的な多機能手術器具１０がそこに示されている。手術器
具１０は、体内の２つの骨の間に配置されるインプラントの長さを保持し、調整し、固定
するために使用される。手術器具１０とともに使用されてもよい、一種類のインプラント
は、同時係属米国特許出願第１１／９２８，５３２号および第１１／９２８，５５３号で
説明されているものである。これら２つの係属中米国出願で提供される内容および開示は
、参照することにより本明細書に組み込まれる。
【００１６】
　図１および２に示されるように、手術器具１０は、概してハンドルとして示される、ホ
ルダ部材１００を含むが、手術器具１０の把持を促進する他の形状および構成が使用され
てもよいことが検討さらえる。ホルダ部材１００は、概して、グリップ部分１０２と、最
上部分１０３とを含む。グリップ部分１０２は、外科医が容易に器具を操作および操縦す
ることを可能にするとともに、器用さおよび快適性を犠牲にすることなく、種々のユーザ
の手のサイズに合う方式で成形される。最上部分１０３の遠位側には、筐体部材２００の
第１の端２０１が固定される。筐体部材２００は、筐体部材２００の全長に延在する中心
孔２０３を伴って、略中空またはカニューレ状である。筐体部材２００の第２の端２０２
は、係合部材３０１の全体的形状に対応するように成形される。
【００１７】
　図２で見られるように、第２の端２０２の外形は、係合部材３０１の一対のアーム３０
３を収容するように先細である。加えて、一対のアーム３０３はそれぞれ、遠位表面３０
６を有し、各遠位表面３０６に隣接して、蟻継ぎ配設３０９が配置されることが示されて
いる。遠位表面３０６は、一般的には平滑であるが、インプラントの把持を促進するため
に、表面への何らかの質感加工が使用されてもよいことが検討される。係合部材３０１の
全体的構成によって、チャネル３０４または空間が一対のアーム３０３の間に作成される
。
【００１８】
　図１および２はまた、組み立てられたインプラント保持機構が筐体部材２００内に配置
されるときに、最上部分１０３の近位表面に隣接して配置されているノブ３２０も図示す
る。ノブ３２０は、インプラント保持機構が使用されるときにノブ３２０の作動または回
転を促進する、滑り止め表面を外科医ユーザに提供するように構成される、グリップ部分



(13) JP 5670352 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

３２２を有する。そのような滑り止め表面は、グリットブラストまたはローレット切りを
含む、いくつかの工業用過程の結果であってもよいことが検討される。加えて、グリップ
部分３２２　は、ノブ３２０の製造中に成形または機械加工過程によって作成されてもよ
い。
【００１９】
　図３を参照すると、組み立てられたインプラント保持機構が筐体部材２００に挿入され
ている、手術器具１０の断面図がそこに示されている。インプラント保持機構は、ホルダ
部材１００の近位に配置されるノブ３２０を含む。穴３２１が、ノブ３２０の中心部分を
通って近位から遠位方向に通過する。１組の雌螺子山３２３が、穴３２１の内面上で遠位
に配置される。雌螺子山３２３は、管部材３１０の近位端３１１に位置する１組の雄螺子
山３１３に係合するようにサイズ設定される。２組の螺子山は、ノブ３２０が回転させら
れると管部材３１０の並進を引き起こすように構成される。インプラント保持機構はまた
、近位端３１１および遠位端３１２を有する、管部材３１０も含む。近位端３１１の外面
はさらに、本明細書で示される実施形態については、管部材３１０の対向側で相互と平行
に配置される、２つの略平面３１６を含む、回転防止部分３１５を含む。回転防止部分３
１５は、ノブ３２０が近位端３１１上へ螺合されると、管部材３１０の回転を概して阻止
するように機能する。これは、ホルダ部材１００の最上部分１０３の中にある、対応して
サイズ設定および構成された穴１０１の中へ近位端３１１を摺動することによって達成さ
れる。近位端３１１は、最上部分１０３から近位に延在して、ノブ３２０への螺合を可能
にする。動作位置にあるときに、回転防止部分３１５の平面３１６は、穴１０１内に位置
する、対応する内部平面と整合される。
【００２０】
　図３で図示されるように、管部材３１０は、ノブ３２０から穴１０１および中心孔２０
３内で第２の端２０１の一部分の中へ延在する。遠位端３１２は、係合部材３０１の１組
の対応する雄螺子山３０８上へ螺合するように構成される、１組の雌螺子山３１４を含む
。示されるような管部材３１０の断面幾何学形状は円形であるが、他の幾何学形状が利用
されてもよいことが検討される。管部材３１０は、筐体部材２００の中心孔２０３内に嵌
合するようにサイズ設定され、近位端３１１から遠位端３１２まで延在する開口部３１７
を伴って、略中空またはカニューレ状である。
【００２１】
　インプラント保持機構はさらに、係合部材３０１を含む。図３および１２をまとめて参
照すると、係合部材３０１は、１組の雄螺子山３０８を近位に含む、基部３０２を有する
。基部３０２からは、基部３０２によって片側で境界されるチャネル３０４を画定または
作成する、一対のアーム３０３が延在している。貫通穴３０５が基部３０２の近位側から
チャネル３０４まで延在し、かつチャネル３０４と同一線上にある。穴３０５は通常、長
さ制御機構および係止機構の構成要素の通過を促進するように、平滑な内面を有する。一
対のアーム３０３は、ある材料から製造され、一対のアーム３０３がチャネル３０４に対
して内向きおよび外向きに屈曲することを可能にする形状で構成される。使用されてもよ
い材料の実施例は、種々のプラスチックポリマー、可撓性金属、および複合材である。係
合部材３０１は、筐体部材２００の第２の端２０２に嵌入するように構成される。第２の
端２０２の内面２０４は、略中央・側方または左右面で先細であり、一対のアーム３０３
の外側面または外面３０７は、係合部材３０１が管部材３１０によって近位方向に並進さ
せられると、内面２０４への一対のアーム３０３の外側面３０７の押圧係合を促進するよ
うに、同様に構成される。一対のアーム３０３は、係合部材３０１が第２の端２０２に対
して近位に移動させられると、内向きの方向に、または相互に向かって移動する。対照的
に、一対のアーム３０３は、係合部材３０１が第２の端２０２に対して遠位に移動させら
れると、外向きに、または相互から離れて移動する。インプラント保持機構は、外科医が
ノブ３２０を回転することによって機能する。回転させられると、ノブ３２０は、ホルダ
部材１００の最上部分１０３の近位表面に圧縮接触し、管部材３１０を筐体部材２００に
対して近位方向に移動させる。係合部材３０１が管部材３１０の遠位端３１２に取り付け
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られるため、係合部材はまた、ノブ３２０が回転させられると、筐体部材２００の第２の
端２０２に対しても移動する。上記で説明されるように、一般的には、係合部材３０１の
近位移動は、一対のアーム３０３を相互に向かって移動させる。
【００２２】
　図３および１２にまとめて示された手術器具１０の実施形態について、一対のアーム３
０３はそれぞれ、蟻継ぎ３０９配設として構成されるセクションを含む、遠位表面３０６
を有するようにさらに構成される。蟻継ぎ３０９は、インプラントの外面上に配置された
、対応する保持構造（図７参照）に係合して、何らかの様式でノブ３２０が作動させられ
ると、インプラントを保持または把持することを促進するようにサイズ設定される。
【００２３】
　図１２は、筐体部材２００の中への組立および挿入前のインプラント保持機構３００を
示す、分解図である。図示した実施形態では、ノブ３２０は、雄螺子山３１３との雌螺子
山３２３の螺合によって、近位端３１１で管部材３１０に連結され、係合部材３０１は、
雄螺子山３０８との雌螺子山３１４の螺合によって、管部材３１０の遠位端３１２に連結
される。係合部材３０１と管部材３１０との間の固定機構について、係止ピン、係止螺子
、スナップ嵌合、および戻り止め機構を含むが、それらに限定されない、これら２つの構
成要素をともに接合する他の代替的モードが検討されることが、当業者によって理解され
るであろう。管部材・係合部材構築物の組立後に、管部材３１０は、遠位から近位方向に
筐体部材２００の中心孔２０３の中へ摺動される。動作位置にあるときに、近位端３１１
は、ホルダ部材１００の最上部分１０３から外へ延在し、近位端３１１へのノブ３２０の
螺合を可能にしてもよい。
【００２４】
　図６は、椎骨空間７０２に挿入される前にインプラント６００が第２の端２０２で保持
されている、ホルダ部材１００および筐体部材２００内のインプラント保持機構の挿入お
よび組立後の手術器具１０を示す。例の目的のみで、インプラント６００は、脊椎７００
の中の２つの椎骨７０１の間に配置されるものとして、本明細書で示されている。しかし
ながら、インプラント６００はまた、大腿骨、上腕骨、橈骨、尺骨、脛骨、および腓骨を
含むが、それらに限定されない、体内の他の骨の２つの隣接する骨分節の間にも配置され
てもよいことが検討される。
【００２５】
　図７は、そこから遠位に延在し、インプラント６００に係合する一対のアーム３０３を
有する第２の端２０２の拡大図である。インプラント６００は、インプラント６００の外
面上に配置される、対応する保持構造６０１内に配置される、蟻継ぎ３０９によって固定
されて示されている。インプラント６００の外面上の相互構造と対応するように、他の構
成および構造が、遠位表面３０６上に配置されるか、または一対のアーム３０３の一部に
されてもよいことが検討される。例の目的のみで、これは、キーおよびスロット型の構成
を含んでもよい。
【００２６】
　図６および７をまとめて参照すると、インプラント保持機構を使用してインプラント６
００を把持するために、外科医は、概して、ノブ３２０を回転させ、回転の方向に応じて
、管部材３１０（図示せず）を遠位または近位に移動させる。管部材３１０が近位に移動
するにつれて、係合部材３０１の一対のアーム３０３は両方とも、内向きに、またはチャ
ネル３０４（図示せず）に向かって移動し、蟻継ぎ３０９を、インプラント６００の外面
上に配置された対応する保持構造６０１に押圧係合させる。外科医がインプラント６００
を解放するために、ノブ３２０の回転を逆転し、それが管部材３１０（図示せず）を遠位
方向に移動させ、一対のアーム３０３が外向きに、またはチャネル３０４（図示せず）か
ら離れて移動することを可能にし、蟻継ぎ３０９が保持構造６０１との係合から解放され
ることを可能にする。
【００２７】
　図４を参照すると、穴３２１を通した挿入および管部材３１０の中への延在の前の長さ
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制御機構４００がそこに示されている。長さ制御機構４００は、棒部材４０２の近位端４
０３に取り付けられるグリップ表面４０５を有するノブ４０１を含む。示されるような棒
部材４０２は、シャフトとして構成されるが、他の種類および構成の構築物が使用されて
もよい。棒部材４０２の遠位端４０４には、歯付き部材４０５が配置される。歯付き部材
４０５は、インプラントに挿入され、内部長さ調整アセンブリ（図９参照）に係合して、
２つの骨の間に配置した後に、外科医がインプラントの全体的長さを変化させることを可
能にするようにサイズ設定される。
【００２８】
　図８は、インプラント６００に近接する第２の端２０２を伴って、ホルダ部材１００お
よび筐体部材２００内にすでに配置されているインプラント保持機構を通した長さ制御機
構の組立および挿入後の手術器具１０を示す。前述のように、インプラント６００は、例
の目的のみで、脊椎７００の中の２つの椎骨７０１の間に配置されるものとして、本明細
書で示されている。しかしながら、インプラント６００はまた、大腿骨、上腕骨、橈骨、
尺骨、脛骨、および腓骨を含むが、それらに限定されない、体内の他の骨の２つの隣接す
る骨分節の間にも配置されてもよいことが検討される。
【００２９】
　図９は、そこから遠位に延在し、インプラント６００に係合する一対のアーム３０３を
有する第２の端２０２の拡大図である。加えて、遠位端４０４は、歯付き部材４０５がイ
ンプラント６００の外面上に配置される穴６０６に挿入されている状態で、チャネル３０
４の中へ延在することも示されている。穴６０６は、インプラント６００の内側に位置す
る長さ調整アセンブリと係合するように、歯付き部材４０５のアクセスを可能にする。図
９にはまた、対応する保持構造６０１に隣接して配置されている一対のアーム３０３の遠
位表面３０６上に配置された、蟻継ぎ３０９によって固定されたインプラント６００も示
されている。
【００３０】
　ここで図８および９をまとめて参照すると、長さ制御機構４００（図４に示される）を
使用して、インプラント６００の全体的長さを変化させるために、インプラント６００は
、最初に、インプラント保持機構によって第２の端２０２に隣接する位置で保持される。
次いで、これは、外科医がグリップ表面４０５を把持することによってノブ４０１を回転
させることを可能にし、棒部材４０２を管部材３１０（図示せず）の開口部３１７（図示
せず）内で回転させ、それにより、遠位端４０４および取り付けられた歯付き部材４０５
を回転させる。長さ制御機構を遠位に押すことによって、歯付き部材４０５が、長さ調整
アセンブリに係合するように穴６０６を通ってインプラント６００の内部の中へさらに通
過するとともに、遠位端４０４は、チャネル３０４の中へ延在する。係合および回転させ
られると、歯付き部材４０５は、インプラント６００の長さを変化させる。ノブ４０１の
回転の方向は、インプラントの長さが増大させられるか、または減少させられるかを決定
する。
【００３１】
　概して、図５には、穴３２１を通した挿入および管部材３１０の中への延在の前の係止
機構５００が示されている。係止機構５００は、棒部材５０２の近位端５０３に取り付け
られたグリップ表面５０６を有するノブ５０１を含む。示されるような棒部材５０２は、
シャフトとして構成されるが、他の種類および構成の構築物が使用されてもよい。棒部材
５０２の遠位端５０４には、何らかの様式でインプラント６００に固定されてもよい、係
止デバイス５０５が着脱可能に接続される。係止デバイス５０５は、インプラント６００
の外面上に配置された穴６０６を通して挿入され、何らかの様式でインプラント６００に
固定される（図１１参照）ようにサイズ設定される。係止デバイス５０５は、戻り止め機
構または何らかの他の周知の連結過程によって、インプラント６００の外部または内部に
螺子で留められ、圧入され、掛けられてもよく、それにより、２つの骨の間の空間内にイ
ンプラントを配置した後に、最終長さ調整後のインプラント６００の全体的長さを固定す
ることが検討される。
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【００３２】
　図１０は、インプラント６００に近接する第２の端２０２を伴って、ホルダ部材１００
および筐体部材２００内にすでに配置されているインプラント保持機構を通した係止機構
の組立および挿入後の手術器具１０を示す。再度、前述のように、インプラント６００は
、例の目的のみで、脊椎７００の中の２つの椎骨７０１の間に配置されるものとして、本
明細書で示されている。しかしながら、インプラント６００はまた、大腿骨、上腕骨、橈
骨、尺骨、脛骨、および腓骨を含むが、それらに限定されない、体内の他の骨の２つの隣
接する骨分節の間にも配置されてもよいことが検討される。
【００３３】
　図１１は、そこから遠位に延在し、インプラント６００に係合する一対のアーム３０３
を有する第２の端２０２の拡大図である。加えて、遠位端５０４は、取り付けられた係止
デバイス５０５がインプラント６００の外面上に配置される穴６０６に挿入されている状
態で、チャネル３０４の中へ延在することも示されている。図１１に示された実施形態に
ついて、穴６０６は、インプラント６００の全体的長さの固定をもたらす、インプラント
６００の内側に位置する長さ調整アセンブリまたはインプラントの内側の別の構造に係合
するように、係止デバイス５０５がインプラント６００に挿入されること可能にする。図
１１で見られるように、係止デバイス５０５は、螺子付きの螺子部材として示されている
が、係止ピン、ダボ、またはプラグを含むがそれらに限定されない、他の実施形態が検討
される。図１１にはまた、対応する保持構造６０１に隣接して配置されている一対のアー
ム３０３の遠位表面３０６上に配置された、蟻継ぎ３０９によって保持されているインプ
ラント６００も示されている。
【００３４】
　図１０および１１をまとめて参照すると、長さ制御機構５００（図５に示される）を使
用して、インプラント６００の長さを変化させるために、インプラント６００は、インプ
ラント保持機構によって第２の端２０２に隣接する位置で固定される。次いで、これは、
外科医がグリップ表面５０５を把持することによってノブ５０１を回転させることを可能
にし、棒部材５０２を管部材３１０（図示せず）の開口部３１７（図示せず）内で回転さ
せ、それにより、遠位端５０４および着脱可能な係止デバイス５０５を回転させる。係止
機構を遠位に押すことによって、係止デバイス５０５が、インプラント６００の全体的長
さを固定させる、長さ調整アセンブリまたは別の内部構造に係合するように、穴６０６を
通ってインプラント６００の内部の中へさらに通過するとともに、遠位端５０４は、チャ
ネル３０４の中へ延在する。図１１に示された実施例について、挿入された係止デバイス
５０５の回転は、インプラント６００の全体的長さに係合して固定するように、係止デバ
イス５０５を、インプラント６００の外面、またはインプラント６００の内部配置された
構造に螺入させる。インプラント６００の他の実施形態では、係止デバイス５０５は、前
進させられ、螺子山によってインプラント６００に固定されなくてもよいことが検討され
る。代替的固定機構は、圧入または戻り止め配設を含んでもよいが、それらに限定されな
い。図１０に示されるように、係止デバイス５０５の挿入および固定後に、かつ係止機構
が手術器具１０内に配置されたままである間に、外科医は、ノブ３２０を逆回転させて、
管部材３１０（図示せず）を遠位方向に移動させ、一対のアーム３０３が外向きに、また
はチャネル３０４（図示せず）から離れて移動することを可能にし、蟻継ぎ３０９が保持
構造６０１との係合から解放されることを可能にし、固定長さのインプラント６００を空
間７０２内に配置されたままで残すことによって、インプラント６００を解放することが
可能になると理解される。
【００３５】
　図１３を参照すると、本発明はまた、２つの骨の間にインプラントを挿入するための手
術方法も開示する。ステップ２０では、２つの骨の標的部位に近接する皮膚に、切開が作
成される。さらなるステップ３０は、概して、ハンドル１００と、筐体部材２００と、イ
ンプラント保持機構３００と、長さ制御機構４００と、係止機構５００とを含む、多機能
手術器具１０を入手することを含んでもよい。
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【００３６】
　図６および１３をまとめて参照すると、ステップ４０では、インプラント６００は、手
術器具１０のノブ３２０の回転後に、インプラント保持機構３００の一対のアーム３０３
を介して把持される。ステップ５０では、インプラント６００が２つの骨の間の空間７０
２に接近して配置されている状態で、取り付けられたインプラントを有する第２の端２０
２が、皮膚切開を通して挿入される。ステップ６０は、２つの骨の間に配置されるインプ
ラント６００を提供する。例の目的で、図８は、これらの骨が脊椎７００内の椎骨７０１
であることを示す。上述のように、インプラントは、２つの骨分節の間に生成された空間
がある場合に、他の解剖学的場所で使用されてもよい。インプラントが、ある空間を適応
させ、維持するために使用されてもよい、可能な骨は、大腿骨、上腕骨、橈骨、尺骨、脛
骨、および腓骨を含むが、それらに限定されない。
【００３７】
　図１３および９をまとめて参照すると、ステップ７０では、インプラント６００への挿
入後に長さ制御機構４００を回転させることによって、インプラント６００の全体的長さ
が調整される。図８で見られるように、インプラント６００の２つの端が椎骨７０１と接
触するまでのインプラント６００の全体的長さの延長または縮小は、空間開口部７０２を
維持するように、インプラント６００によって、力を椎骨７０１の骨表面に印加させる。
インプラント６００の全体的長さは、長さ制御機構４００を時計回りまたは反時計回り方
向に回転させることによって、延長または縮小（短縮）されてもよい。インプラント６０
０の全体的長さの変化を達成するために使用される手順および要素は、上記で説明されて
おり、簡潔にするために、ここでは繰り返さない。参照することにより本明細書に組み込
まれた上述の係属中出願で説明されているように、インプラント６００の長さ調整アセン
ブリは、インプラント６００内で歯付き部材４０５の回転移動を並進に変換するように構
成される。本質的に、長さ制御機構４００が１つの方向に回転させられると、インプラン
ト６００は、延長するか、またはより長くなり、反対方向に長さ制御機構４００を回転さ
せることにより、インプラント６００を短縮または縮小する一方で、インプラントは、２
つの骨分節の間で定位置にある。この新規の機能性は、手術空間内での配置を損なうこと
なく、適正なインプラントサイズ設定を正確に調整し、確保する能力を執刀医に提供する
。
【００３８】
　図１１および１３をまとめて参照すると、ステップ８０では、インプラント６００に係
止デバイス５０５を挿入することによって、インプラント６００の全体的長さが固定また
は係止される。図１１で見られるように、係止機構５００が回転させられ、係止デバイス
５０５を、インプラント６００の一部に係合させて、インプラント６００の全体的長さを
固定する。インプラント６００の全体的長さの係止を達成するために使用される手順およ
び要素は、上記で説明されており、簡潔にするために、ここでは繰り返さない。
【００３９】
　本明細書で説明される手術方法および手術器具１０の使用は、前方、前外側、側方、後
方、後外側、経孔、および／または極めて側方のアプローチを含むが、それらに限定され
ない、種々の外科的アプローチを使用して行われてもよいことが、当業者によって理解さ
れるべきである。加えて、執刀医は、低侵襲外科的アプローチを使用し、インプラント６
００に対する手術器具１０の多機能（すなわち、把持する、延長／縮小する、および係止
する）動作のため、手術器具１０を採用してもよい。さらに、手術器具１０は、内視鏡挿
入を可能にするようにサイズ設定されてもよいことが検討される。これらの複数の機能が
１つの器具に組み込まれていることにより、器具を繰り返し除去して、それを異なる器具
と交換し、別の機能を果たす必要がない、創傷の中で１つの器具を維持する能力を執刀医
に提供するという長年の必要性に対処する。多目的手術器具を有することにより、組織崩
壊および隣接構造損傷の可能性を減少させる。
【００４０】
　さらに、本発明はまた、種々の断面サイズ、断面多角形および円形／卵形、ならびに縦
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示することが検討される。手術器具１０は、ハンドル１００に固定される筐体部材２００
を含む。筐体部材２００およびハンドル１００内には、インプラント保持機構２００が挿
入される。インプラント保持機構は、作動させられるとインプラント６００を押圧係合す
るように構成される、係合部材３０１を含む。手術器具１０はさらに、インプラント６０
０の全体的長さを調整するために使用される、取り外し可能な長さ制御機構４００を含む
。組み立てられると、長さ制御機構は、管部材３１０の開口部３１７に挿入され、チャネ
ル３０４の中へ延在する。長さ制御機構２００は、ノブ４０１と、近位端４０３および遠
位端４０４を有する棒部材４０２とを含む。遠位端４０４には、歯付き部材４０５が取り
付けられる。使用時に、歯付き部材４０５は、管部材３１０の開口部３１７に挿入される
。手術器具１０はさらに、長さ制御機構４００の引き出し後に、同様に管部材３１０の開
口部３１７に挿入される、係止機構５００を含む。係止機構は、ノブ５０１と、近位端５
０３および遠位端５０４を有する棒部材５０２とを含む。遠位端５０４には、最終長さ決
定後にインプラント６００に挿入される、係止デバイス５０５が着脱可能に接続される。
位置決め螺子、係止螺子、係止ピン等であってもよい、係止デバイス５０５は、インプラ
ント６００の最終位置決めおよびサイズ設定後に、インプラント６００の全体的長さを固
定し、確保する。簡潔にするために、上述の手術器具およびインプラント要素の全ては、
ここで再び論議せず、本明細で以前に説明されたのと同じ構造および機能性特性を含む。
【００４１】
　汎用型の多機能器具でインプラントを構築または補完するように、複数の形状およびサ
イズのモジュール式構成要素から成るキットを有することにより、執刀医が、２つの隣接
する骨の間の空間に最も良く嵌入する、概してインプラント、本明細書で示される実施形
態については脊椎インプラントを組み立てるために必要である、モジュール式構成要素を
選別することを可能にする。そのような融通性はまた、手術の経過中に患者に存在する場
合がある、異常解剖学的変形に対処する能力を、外科医に提供する。
【００４２】
　本手術器具は、脊椎インプラントの挿入に関して説明されているが、手術器具は、人体
の他の部分に埋め込まれる、種々の他の同様に設計されたインプラントとの使用を可能に
するようにサイズ設定されてもよいことが検討される。
【００４３】
　手術器具１０の実施形態は、全体的または部分的に、種々の種類の材料から形成されて
もよい。そのような材料の実施例は、強化ポリマー、ステンレス鋼、および他の耐久性金
属またはプラスチック複合材、およびそれらの組み合わせを含むが、それらに限定されな
い。
【００４４】
　本発明の実施形態が本開示で詳細に例証され、説明されているが、本開示は、性質が制
限的ではなく例証的として見なされるものである。本発明の範囲内に入る全ての変更およ
び修正は、本開示の範囲内であると見なされるものである。
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